
○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

赤

紺 色

金色

緑



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
サ
ン
マ
リ
ノ
共
和
国
の
紋
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

一

二

青

青

黒

灰色

灰色



三

黒

灰色

青



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
知
的
所
有
権
機
関
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

一

黄色

緑

緑



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏
諸
国
共
同
体
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

一

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏
諸
国
共
同
体

C
om

u
n
idade

dos
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de
Lín

gu
a
Portu

gu
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C
PLP

三



四

五

青

青





○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
職
業
訓
練
財
団
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

E
TF

一二

灰色 水色

薄 い 灰 色







○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
刑
事
警
察
機
構
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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u
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u
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八



A
gên

cia
da

U
n
ião

E
u
ropeia

para
a
C
ooperação

Policial
十
九

A
gen

ia
U
n
iu
n
iiE

u
ropen

e
pen

tru
C
ooperare

în
M
aterie

de
A
plicare

a
Legii

二
十

ț

A
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j

E
u
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u
n
ion
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teistyövirastosta

二
十
三

Е
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二
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四

E
u
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五
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二
十
六

E
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二
十
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E
u
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八



二
十
九

紺色

黄色





○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
全
地
球
航
法
衛
星
シ
ス
テ
ム
監
督
庁
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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二
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青
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青



○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
国
際
オ
リ
ー
ブ
油
会
議
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

一

黒


	Taro-01_2号　カナダの紋章(CA29)
	Taro-02_2号　サンマリノ共和国の紋章(SM10~SM12)
	Taro-03_3号　アフリカ知的所有権機関の標章(OA10) 
	Taro-04_3号　ポルトガル語圏諸国共同体の標章(QO1877~QO1880)
	Taro-05_3号　欧州職業訓練財団の標章(QO1881~QO1882)
	Taro-06_3号　欧州刑事警察機構の標章(QO1883~QO1912ただしQO1895を除く)
	Taro-07_3号　欧州全地球航法衛星システム監督庁の標章(QO1913~QO1939)
	Taro-08_3号　国際オリーブ油会議の標章(QO8)

